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議案第５号 

幸手市空家等の適切な管理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１

２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し

必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び防犯のまちづくりの

推進を図り、安全で安心な市民生活の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 空家等 法第２条第１項に規定する空家等であって、本市の区域に所在する

ものをいう。 

(2) 管理不全空家等 法第１３条第１項に規定する管理不全空家等であって、本

市の区域に所在するものをいう。 

(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、空家等を適切に管理するとともに、これを積極的に活用する

よう努めるものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、所有者等による空家等の適切な管理及び活用を促進するために必要

な施策を適切に講ずるよう努めるものとする。 

（情報の提供） 

第５条 市民は、管理不全空家等があると思われるときは、その情報を市に提供す

るよう努めるものとする。 

（緊急安全措置） 

第６条 市長は、空家等に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを

避けるために緊急の必要があると認めるときは、これを避けるために必要な最小

限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等に請求
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することができる。 

（協力の要請） 

第７条 市長は、空家等の適切な管理のために必要があると認めるときは、関係機

関に対し、必要な協力を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （幸手市空き家等の適正管理に関する条例の廃止） 

２ 幸手市空き家等の適正管理に関する条例（平成２６年条例第１３号）は廃止す

る。 

令和８年２月１８日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市が独自に定めるべき事項等を

規定した新たな条例を制定するとともに、現行の条例を廃止したいので、この案を

提出するものである。 

 


